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介護保険制度は、2000年（平成12年）の開始以来、高齢化が進む

社会に対応するための重要な社会保障の柱として発展してきました。
制度導入当初の目的は、増大する高齢者介護のニーズに応え、家族
による介護負担を軽減することでした。しかし、少子高齢化の進行、
地域間の格差拡大、介護人材の不足といった課題が顕在化し、制度
の持続可能性に対する懸念が高まっています。養父市でも介護サー
ビス事業の縮小等があり、今後、要援護高齢者を支えるサービス提
供体制の検討を含む「地域包括ケアシステム」の更なる深化・推進
が重要となってきます。

「地域包括ケアシステム」とは、制度的に整備された医療・介
護・予防・住まい・生活支援の一体的な提供体制を整えることで、
「地域包括ケアシステムの深化」とは、その提供体制をより実効的
かつ地域特性に即した形で推進することを意味します。特に、住民
主体の活動、通いの場、生活支援など、フォーマル・インフォーマ
ルなサービスを含む包括的支援の基盤づくりが鍵となります。

はじめに

この冊子は、高齢者を始めとした地域住民が、自立した生活
を継続出来るよう、様々なフォーマル・インフォーマルなサー
ビスや活動などの情報をまとめたものです。生活支援だけでな
く高齢者の生きがいや健康づくりを支援するサービスや住民主
体の活動も様々あります。

まずは、高齢者や日常生活に支障のある方々の困り事を聴く
機会の多い民生児童委員やケアマネジャーをはじめとした地域
福祉に関わる方々、医療機関、介護福祉関係、行政関係等の
方々に支援内容やその相談窓口を知っていただき、必要な方に
情報を届けるために活用していただきたいと思います。

～冊子の活用にあたって～
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